
逗子市体験学習施設清掃及び設備管理業務委託仕様書 

 

１．任務 

受注者は逗子市体験学習施設（逗子市池子１－11－２（第一運動公園内））の清掃及

び設備管理に当たっては、別紙１「清掃作業総合基準表」に示した箇所の日常清掃、定

期清掃並びに窓ガラス清掃等、別紙２「巡回設備点検概要」を主たる任務とし、常に良

好な環境衛生の維持と美観の確保に努めるものとする。 

作業時においては、労働安全衛生規則等を遵守して、安全管理の万全を期し、所定の

業務を履行するものとする。 

 

２．人員配置 

建材、床面積、作業内容等を充分検討した上、適切な人員を配置するものとする。 

 

３．委託期間 

   令和８年７月１日から令和９年３月 31 日まで 

 

４．作業日 

（１）日常清掃業務及びトイレ清掃業務は、火曜日、年末年始及び発注者の指定する日を

除く毎日とする。（Ｄ棟トイレ清掃業務に限り７月 16 日～８月 31 日のプール営業日

は毎日実施する。） 

（２）床面定期清掃業務は休館日を基本として実施する。（奇数月に実施） 

（３）窓ガラス定期清掃業務は、休館日を基本として実施する。（奇数月に実施） 

（４）網戸清掃は、休館日を基本として実施する。（奇数月に実施） 

（５）屋外通路洗浄清掃は、休館日を基本として実施する。（奇数月に実施） 

（６）巡回設備点検は、火曜日、年末年始及び発注者の指定する日を除く月１回実施とす

る。 

（７）空調機フィルター清掃は、休館日を基本として実施する。（11 月に実施） 

（８）換気扇清掃は、休館日を基本として実施する。（11 月に実施） 

（９）椅子洗浄清掃は、休館日を基本として実施する。（９月に実施） 

 

５．作業時間 

（１）日常清掃及びトイレ清掃は、７時 30 分から 15 時 00 分までの間とする。 

（２）床面定期清掃、窓ガラス定期清掃、網戸清掃、屋外通路洗浄清掃、空調機フィルタ

ー清掃、換気扇清掃、椅子洗浄清掃は休館日の８時 30 分から 17 時 00 分までの間と

する。 

（３）巡回設備点検は、８時 30 分から 17 時 00 分までの間とする。 



 

６．業務基本方針 

次の各項目を基本に作業を行うものとする。 

（１）建物の各材質を充分検討の上、最適な清掃資材を使用する。 

（２）作業員の厳選はもとより、日常清掃作業指導訓練にも留意して業務を行う。 

（３）使用資器材は、作業内容及び建築材料に最も適したものを使用する。 

（４）作業は静粛かつ足許に注意し、また使用した水を壁及び通行人に飛散させないよう

に充分注意する。 

（５）作業の実施に当たり移動した物品等は必ず元に戻すよう注意する。 

（６）用水、電力の使用については、必要最小限にとどめ、特に照明は作業終了時直ちに

消灯し省エネに努める。 

 

７．清掃業務実施範囲 

清掃業務の実施範囲は、別紙１「清掃作業総合基準表」のとおりとする。 

 

８．清掃業務作業概要 

（１） 日常清掃及びトイレ清掃 

① ゴミ箱設置されている箇所のゴミを回収し、指定の集積所に運搬する。 

② 各棟の床面を掃き清掃若しくはダスタークロスで除塵し、水拭きをする。 

③ カーペットの部屋は真空掃除機で吸塵する。 

④ 各トイレの床面を清掃し、衛生陶器、洗面シンク等を洗浄する。 

⑤ 各トイレのトイレットペーパー・水石鹸等を補充する。 

（各消耗品は、受注者が負担するものとする。平均はトイレットペーパー月100個、

水石鹸は月 1.5L 程度。） 

⑥ 巡回清掃は施設内各所を巡回し、必要に応じて適宜清掃、消耗品の補充を行う。 

⑦ その他、緊急に清掃業務が必要になり、職員に指示された場合は、臨機応変に対応

する。 

 

（２） 床面定期清掃 

① 弾性床材専用洗剤を使用し、床面をポリッシャーにて洗浄清掃する。 

② 洗浄汚水を回収し、水モップで床面を拭き上げる。 

③ 扇風機を用いて、床面を乾燥する。 

④ 弾性床材専用ワックスを床面に塗布する。 

⑤ 扇風機を用いて、ワックス塗布後の床面を仕上げる。 

 

（３） 窓ガラス定期清掃 



① 専用洗剤を使用し、ガラス面を充分洗浄する。 

② ガラススクイジーを用いて汚水を回収する。 

③ ガラスコーナー面をウエスで拭き上げる。 

※ サッシ・網戸の清掃は除く。 

※ 外側に鉄格子が施工されているガラスは内側のみとする。 

 

（４） カーペット洗浄定期清掃 

① 汚れの酷い箇所は染抜き剤を用いてスポットクリーニングする。 

② 床面に前処理剤を噴霧する。 

③ 専用パッドとポリシャーにてドライクリーニングを行う。 

 

（５） 屋外通路洗浄清掃（通路面積 872.18 ㎡） 

① 専用パッドとポリシャーにて洗浄清掃する。 

② 汚水を回収する。 

 

（６） 網戸清掃 

① 取り外しが容易なものについては、取外し高圧洗浄機にて洗浄清掃する。 

② 取り外せないものについては、掃除機等で吸塵し、適正洗剤を用い拭きあげる。 

 

（７） 空調機フィルター清掃（30 個） 

① 各空調機のフィルターを取り外し洗浄若しくは掃除機等により吸塵した後、乾燥さ

せ取り付ける。 

 

（８） 換気扇清掃（40 個） 

① 取り外し可能な部品（羽等）を取り外し、水または中性洗剤等で洗浄し乾燥させる。 

② 換気扇全体の除塵または拭き上げ清掃を行う。（手の届く範囲） 

③ 乾燥後、取り外した部品を取り付け運転確認をする。 

 

（９）椅子洗浄清掃 

  ① Ｃ棟ラウンジ内の椅子を洗浄清掃し、乾燥させる。 

 

９．巡回設備点検 

巡回設備点検業務の業務内容は、別紙２「巡回設備点検概要」のとおりとする。 

 

10．作業報告 

 受注者は、各作業における報告書を、完了後速やかに発注者に提出しなければなら



ない。 

（日報・定期清掃完了報告書・空調機フィルター清掃完了報告書・換気扇清掃完了報

告書・巡回設備点検報告書） 

 

11．本仕様書に記載のない事項については、受注者及び発注者と協議の上、決定する。 






















